
ＬＥＣ東京リーガルマインド                 無断複製・頒布を禁じます 

 

 

 

Ｌ ＥＣ社 会保険 労務士 講座／ テキス ト・レ ジュメ 訂正情 報  

全日本社労士公開模試 第１回〈2023 年度版〉 

（2023 年度合格目標 全日本社労士公開模試 第１回 教材） 

（2023/05/30 現在） 

 

2023 年度合格目標 全日本社労士公開模試 第１回の教材（問題冊子及び解答解説冊

子）におきまして以下の訂正箇所がございます。大変おそれいりますが、教材の訂正を

お願いいたします。 
 
※科目名の後の英数字は教材を区別するためのコードです。コードは教材裏表紙のバーコード下に記載してお

ります。 
 

・ 2023/05/30 更新分…ｐ.1 
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【2023/05/30 更新分】 

 

択一式試験問題(RU23588) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P11 

〔問 3〕 

Ｃ肢 

3 行目 

…、当該子が労働者の死

亡の当時その収入によっ

て生計を維持していた子

とみなされことはない。

 

 

…、当該子が労働者の死

亡の当時その収入によっ

て生計を維持していた子

とみなされることはな

い。 

 

 

【解答・解説】(RU23590) 
 

 
訂正箇所 

訂正内容 

訂正前 訂正後 

訂正 

P46 

〔問 5〕 

Ａ肢 

3 行目 

 

…、当該年次有給休暇を

与えた期間中及び当該期

間の満了後 6年間保存し

なければならない。 

…、当該年次有給休暇を

与えた期間中及び当該期

間の満了後 2年間保存し

なければならない。 
 
※択一式試験問題（RU23588）で

は、「2年間」となっておりま

すので訂正不要です。 

 

訂正 

P64 

〔問 3〕 

Ｃ肢 

3 行目 

…、当該子が労働者の死

亡の当時その収入によっ

て生計を維持していた子

とみなされことはない。

 

 

…、当該子が労働者の死

亡の当時その収入によっ

て生計を維持していた子

とみなされることはな

い。 

 

以上 


